
基本となる利用料(１日)
名　称 サービス利用料 利用者負担額

8,974円/日 897円/日

15,411円/日 1,541円/日

18,624円/日 1,862円/日

28,274円/日 2,827円/日

１0,479円/月 １,０48円/月

主な加算(１日)
名　称 サービス利用料 利用者負担額

栄養士配置加算 １６０円/日 １６円/日

児童指導員等配置加算 460円/日 46円/日

特別支援加算 540円/日 54円/日

個別サポート加算(Ⅰ) 1,０00円/日 100円/日

事業所内相談支援加算
(Ⅰ)

1,０00円/日 100円/日

食事提供加算(Ⅰ) 300円/日 30円/日

給食費等(１日)

給食費 314円/１食

教材費等 実費

児童発達支援

備　考

通所による支援（医療的ケア児判定スコア１６点未満の場合）
【９：００～１４：００】
（いぬ・ぞう・こあら・きりん・うさぎ・ぱんだクラス）

通所による支援（医療的ケア児判定スコア３２点未満の場合）
【９：００～１４：００】
（いぬ・ぞう・こあら・きりん・うさぎ・ぱんだクラス）

通所による支援（医療的ケア児判定スコア３２点以上の場合）
【９：００～１４：００】
（いぬ・ぞう・こあら・きりん・うさぎ・ぱんだクラス）

教材費、その他

通所による支援（医療的ケア児以外）
【９：００～１４：００】
（いぬ・ぞう・こあら・きりん・うさぎ・ぱんだクラス）

通所による支援（医療的ケア児以外）
【１５：００～１７：００】
（ひまわり・さくらクラス）

栄養士を配置し食事管理している場合

人員配置基準以上に保育士等を配置する場合

※食物アレルギーをお持ちの方は事前にご相談ください。

備　考

専門家（ＰＴ，０Ｔ，ＳＴ）の訓練･指導を受ける場合

支援ニーズの高い児童を受け入れた場合

センター内で自園調理し、給食の提供をする場合

児童とその家族等が個別の相談援助を受けた場合　※月１回のみ


